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内 容

１ 県立病院関係（３スライド～）

・ 病床数 ・職種別職員数

２ 医療提供体制等関係（６スライド～）

・がん診療 ・精神医療 ・回復期リハビリテーション ・障害福祉サービス

・救急医療圏域図 ・宇都宮医療圏の二次救急医療 ・救急医療のあり方検討会における提言

・災害医療圏域図 ・感染症指定医療機関

３ 地域医療構想関係（1６スライド～）

・宇都宮構想区域の現状・課題 ・宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

４ その他（2４スライド～）

・他県における地域医療構想の実現に向けた動き ・公立病院経営強化ガイドライン
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１ 県立病院関係
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県立病院の病床数

※各病院とも令和７年４月１日現在

がんセンター

許可病床数病棟名

１７床第２病棟

西病棟 ３３床（休床中）第４病棟

３３床（休床中）第６病棟

４８床第１病棟

東病棟

４８床第２病棟

４８床第３病棟

４０床第４病棟

２４床第５病棟

２９１床合 計

岡本台病院

許可病床数病棟名

４５床第１病棟

５１床第２病棟

５１床第３病棟

５６床（休床中）第５病棟

１８床第７病棟

２２１床合 計

リハセンター

許可病床数病棟名

４０床４階病棟

医療セ
ンター

４０床５階病棟

４０床６階病棟

３３床こども療育センター

１５３床合 計

（稼働：225床）

（稼働：165床）
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県立病院の職種別職員数

※各病院とも令和７年４月１日現在。リハセンターは施設部を含む人数。

リハセンター岡本台病院がんセンター

１５名１９名６４名医師

９１名１１０名２４３名看護師

５名５名１７名薬剤師

３名１名２０名診療放射線技師

３名２名２７名臨床検査技師

３名３名６名管理栄養士

４８名５名理学療法士

４０名６名作業療法士

１６名言語聴覚士

７名４名１名心理職

４名４名医療社会事業士（ＭＳＷ）

１２名精神保健福祉士（PSW）

１名４名保健師

１５名保育士

１０名介護職

２９名１７名３６名事務職

２９名特定業務職

１０名その他

２９０名１７９名４６６名合計

5



２ 医療提供体制等関係
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がん診療の提供体制

出典：栃木県保健医療計画（８期計画） 7



精神医療の提供体制

許可
病床数

病院名医療圏許可
病床数

病院名医療圏

56自治医科大学附属病院県南221岡本台病院宇都宮

144大平下病院165森病院
42獨協医科大学病院237滝澤病院

221朝日病院199新直井病院
197小山富士見台病院533宇都宮病院

182両毛病院両毛318皆藤病院
51佐野厚生病院200宇都宮西ヶ丘病院

156青木病院271鹿沼病院県西
105前沢病院50上都賀総合病院

40足利赤十字病院120大澤台病院
139足利富士見台病院240菊池病院県東

4,958合計282佐藤病院県北
岡本台病院
精神保健福祉法第33条の６に規定する応急入院指定病院
精神科救急医療体制整備事業実施要綱に規定する常時対応
施設

171氏家病院
175室井病院
321那須高原病院
122烏山台病院

※令和７年４月１日現在
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回復期リハビリテーションの提供体制

病床数回リハ入院料を算定している病院医療圏

80床栃木県立リハビリテーションセンター宇都宮

46床JCHOうつのみや病院

57床藤井脳神経外科

240床新宇都宮リハビリテーション病院

55床宇都宮リハビリテーション病院

28床日光野口病院県西

‐‐県東

36床とちぎメディカルセンターとちのき県南

171床新上三川病院

42床医療法人社団友志会 石橋総合病院

44床リハビリテーション翼の舎病院

114床リハビリテーション花の舎病院

149床栃木県医師会塩原温泉病院県北

50床那須北病院

46床国際医療福祉大学塩谷病院

‐‐両毛

※令和６年７月１日現在
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障害福祉サービスの提供体制

※令和７年４月１日現在

（参考）本県における
同サービスの提供体制

サービス等の内容障害福祉サービス名施設名
うちリハC県全体

定員定員事業所数

30人250人10
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練及び地域支援などを行う児童発達支援センター

こども発達支援
センター

－－４７
保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対し
て、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専
門的な支援などを行う

保育所等訪問支援

30人４３４人５
施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対
して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに
治療を行う

医療型障害児入所施設
こども療育支援
センター

４人１７人７
自宅で介護する人が病気や休息の場合などに、短期間、
夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う医療型短期入所

20人2０人１
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う自立訓練（機能訓練）

障害者自立訓練
センター
（駒生園）

10人１９２人１８
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、
生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う自立訓練（生活訓練）

20人２,５５４人５１
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の
介護等を行う施設入所支援

４人779人186
自宅で介護する人が病気の場合などに、障害児を短期間
入所させ、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護
等を行う

短期入所
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救急医療圏域図

出典：栃木県保健医療計画（８期計画） 11



宇都宮医療圏の二次救急医療の提供体制

出典：宇都宮構想区域対応方針 12



救急医療のあり方検討会における提言（抜粋）

出典：本県の救急医療提供体制のあり方に関する検討報告書（令和７年８月） 13



災害医療圏域図

出典：栃木県保健医療計画（８期計画） 14



感染症指定医療機関

出典：栃木県感染症予防計画 15



３ 地域医療構想関係
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宇都宮構想区域の現状・課題

【宇都宮構想区域対応方針から抜粋】

内容項目

●地域包括ケアシステムを支える医療資源（高度治療病院、介護施設、在宅医療、急変時の受入れ先等）の不足
●夜間対応や特定の診療科に係る救急体制 ●精神科救急の体制整備

地域で完結すべき医療現状と課題
（アンケート）

●リハビリテーション機能の確保（領域ごと） ●災害医療・新興感染症への対応を公立病院へ期待地域で不足する機能

●初期救急の在り方 ●二次救急の対応強化 ●マイナー科の救急体制強化 ●３次救急の負担軽減救急

●医療的ケアの供給体制や在宅患者の急変時の体制在宅

●公立病院の機能強化公立病院

●人口は減少するものの、老年人口の増加に伴って医療需要（推計患者数）全体は増加する見込みであり、「循環器系」「呼吸器系」「筋骨格
系及び結合組織の疾患」など高齢者に多い疾患に対応した医療提供体制を確保する必要がある

〈流入〉
●「鹿沼市」「日光市」「さくら市」「高根沢町」「那須烏山市」など隣接市町からの流入が顕著で、主に高齢者が圏域をまたいで宇都宮市内の
医療機関へ入院している
●流入患者の入院先の傾向としては、宇都宮圏域の中でも患者居住地に近い病院へ入院している

〈流出〉
●県南圏域への流出が多く、特に大学病院への流出が突出している（市南西部、市南東部に住む患者が多く入院している）

●流出患者の多くは高齢者であり、疾患別に見ると「新生物〈腫瘍〉」「循環器系の疾患」「消化器系の疾患」「損傷、中毒およびその他の外因
の影響」の割合が多い

●５つの病院（「済生会宇都宮病院」「NHO栃木医療センター」「宇都宮記念病院」「JCHOうつのみや病院」「NHO宇都宮病院」）で救急搬送
受入件数の約８８％に対応しているが、いずれの医療機関も受入れの限界に達しており、救急医療提供体制の見直しが急務

現状と課題
（データ）
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宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

出典：宇都宮構想区域対応方針 18



宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

出典：宇都宮構想区域対応方針 19



宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

出典：宇都宮構想区域対応方針 20



宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

出典：宇都宮構想区域対応方針 21



宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

出典：宇都宮構想区域対応方針 22



宇都宮医療圏の入院患者流出入状況

出典：宇都宮構想区域対応方針 23



４ その他
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他県における地域医療構想の実現に向けた動き

備考目的病床数病院名類型医療圏県名

・令和７年度末までに基本構
想・計画を策定予定
・県立病院以外の公的病院等
の統合についても協議中

・医療機能の集約化・機能分化
・少子化時代における高度な小児・周産期
医療への対応
・教育・研修・研究機能を有する中核的な
病院の整備

５００床
１１５床

茨城県立中央病院
＋茨城県立こども病院

統合水戸茨城県

・令和７年３月に基本計画策定
・令和１２年度開院を目指す
・群馬大学医学部附属病院の隣
接地へ移転、上空通路で接続

・専門性強化（小児医療の「最後の砦」、母
体合併症、母体救命、医師確保）の強化
・救急機能の充実

１５０床群馬県立小児医療センター
＋（群馬大学医学部附属病院）

連携
強化

渋川群馬県

・令和７年３月に基本計画策定
・令和１４年１０月開院を目指す
・両病院含む県立・市立４病院で
令和７年３月に地域医療連携
推進法人を設立

・災害発生時における診療継続性の確保
・最新の医療機器の整備による医療機能・
サービスの充実
・医師・看護師等の人材確保・育成
・地域医療機関への支援の強化

５７９床
４５９床

青森県立中央病院
＋青森市民病院

統合青森青森県

・令和６年１１月に基本構想策定
・令和１２年度開院を見込む

・がんを総合的に診療できる拠点病院の
整備
・周産期、救急、災害医療及び新興感染症
対応の強化

３８９床
３８３床

仙台赤十字病院
＋宮城県立がんセンター

統合仙台宮城県

・令和６年５月に基本計画策定
・令和１０年度開院を見込む

・精神身体合併症への対応
・リエゾン精神医療、災害拠点精神科病院
の指定

２５０床
４４４床

沖縄県立精和病院
＋沖縄県立南部・こども医療センター

統合南沖縄県

将来を見据えた地域医療提供体制を確保するため、再編統合等を推し進めている状況がある。
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公立病院経営強化ガイドライン（抜粋）

総務省が令和４年３月に策定した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公
立病院経営強化ガイドライン」において、公立病院に期待する役割・機能として示されて
いるものは以下のとおり。

①救急・小児・周産期・災害・感染症・精神などの不採算・特殊部門に関わる医療の提供

②県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関では限界のある高度・精神医療の提供

③研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能

また、同ガイドラインでは、以下のような観点を踏まえて経営強化に総合的に取り組む
ことが求められている。

①役割・機能の最適化と連携の強化 ②医師・看護師等の確保と働き方改革 ③経営形態の見直し

④新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 ⑤施設・設備の最適化 ⑥経営の効率化 等
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